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が薄れていく。後者に関しては、その変化に応じて彼らの官職任命も日本人とより似

た形になっていくといえると思うが、命名慣習の変化についてもそれに応じたような

政策がみられると思う。

すなわち、１で取り上げた天平宝字元年（７５７）の勅では、改賜姓を許可する理

由として風俗が日本風となったことがあげられているが、命名慣習というのは正に風

俗の一つであり、その同化が風俗の全体の同化を示唆するとすれば、本勅がそういう

風俗の変化に応じたものであったと考えられる。勅の発布の背景には、亡命系氏族が

日本の風俗に馴染んで定着したことによって賜姓を要望するようになったことがあっ

たという指摘が先行研究に既に存在していた ものの、従来は風俗の変化の実例と関連

付けられていなかった。ここではその風俗の同化をより確実に論証することができた

と思う。

結結論論

このようにして、８世紀前半までに亡命系の人々の同化がかなり進んだとわかり、

特に二世から三世への変遷が大きかったように思われる。ただし、姓が日本風化した

時期が先行研究で指摘されている通り８世紀後半が中心であったし、カバネという、

姓につく称号の制度において、亡命系氏族に対して上限が置かれた状況、祖先伝承は

移民風であったことなど、在来系の人々と異なった特徴が９世紀に入っても窺えつづ

けられる。とはいえ、亡命系の人々の同化の進展が最も著しかった時期はやはり８世

紀前半まで、換言すれば三世への変遷まで、の時期であり、８世紀後半に行われた広

範な賜姓は国家側における方針転換でありながら、その前の時代に起こった著しい変

化に応答するものでもあると考えられる。

 
1 平野邦雄 2018［1970］「畿内の帰化人」平野邦雄『帰化人と古代国家』（吉川弘文館）所収、
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室町期荘園の支配と損免交渉 

―東寺領播磨国矢野荘を中心に― 
 

日本史学 博士前期課程１年 
大橋 咲菜 

 
 

ははじじめめにに  

 本稿は、室町期の荘園制が展開し変容する過程に、百姓層の活動を位置づけること

を目的とするものである。具体的な事例として、荘園領主である東寺に、豊富に関連

史料が残された播磨国矢野荘における、損免交渉を取り上げる。この損免交渉の分析

により、在地社会研究との連関が不十分であると指摘される室町期荘園制について、

荘園領主支配と百姓層の活動との相互関係から、その内実を明らかにすることを目指

す。 
 
1. 先行研究と課題の設定 

 従来、荘園制の「解体期」1や「衰退期」2ととらえられてきた室町期は、2000年代

の「室町期荘園制論」の提起を受けて、南北朝期に再編された独自の秩序をもつ、荘

園制の新たな段階であると理解されている3。一方で、荘園制にかかわる視角として、

「下からの荘園制」と表現される、中世後期に自立性を高めたとされる在地社会との

関係を問う研究がある。そこでは、1980年代に提起された「移行期村落論」の影響か

ら4、現地に生活する人々にとって荘園制の有する機能が論じられた5。しかし、領有論

の立場からの提起である室町期荘園制論では、「下からの荘園制」研究のような在地社

会、とくに村落や百姓層の動向をふまえた検討は十分になされてはいないことが指摘

                                                   
1 永原慶二『荘園』(吉川弘文館、1998年)。 
2 網野善彦『中世荘園の様相』(塙書房、1966年)。 
3 現在のもっともまとまった成果として、伊藤俊一『室町期荘園制の研究』(塙書房、2010

年)がある。 
4 勝俣鎮夫「戦国時代の村落」(同『戦国時代論』岩波書店、1996年、初出 1985年)、藤

木久志『村と領主の戦国世界』(東京大学出版会、1997年)など。現在でも、中世後期の村

落を考えるうえでの基本的枠組として評価される一方で、時期的段階差や地域差の捨象と

いった問題点が指摘されている。その研究史と課題については、高木純一「中近世移行期

村落論の課題」(『日本史研究』696、2020年)を参照されたい。 
5 稲葉継陽「庄家の一揆と地域社会」(同『戦国時代の荘園制と村落』校倉書房、1998

年、初出 1996年)、榎原雅治「地域社会における「村」の位置」(同『日本中世地域社会

の構造』校倉書房、2000年、初出 1998年)。 
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されている6。 

このような室町期荘園制論の課題に対して、損免交渉は有効な検討事例であると考

える。損免交渉とは、日本中世の荘園制下において、災害などが原因で、定められた

年貢を納めることができない場合に、現地の百姓たちが荘園領主に対して年貢の減免

を交渉することである。とくに、室町期荘園制論において主に扱われた東寺領荘園で

は、損免交渉が連年なされていたことが確認される。つまり、損免交渉を分析の対象

とすることで、荘園領主と百姓層の関係を編年的に検討し、百姓たちの活動に視点を

据えて、室町期荘園制の展開をとらえることができるのである。 

そこで、損免交渉を検討するにあたり、フィールドには東寺領播磨国矢野荘を設定

する。前にも述べたとおり、室町期荘園制論では東寺領荘園が主に扱われ、なかでも

矢野荘は主要なフィールドのひとつとなっている。くわえて、矢野荘は播磨国に位置

する荘園である。室町期荘園制下の在地社会を扱う際、矢野荘とおなじ東寺領である

山城国上久世荘が多くその対象となってきたが7、上久世荘は東寺膝下領であるという

点で、百姓層の動向には大きな特徴を有すると考えられる。これに加えて、東寺の膝

下にはない矢野荘を対象とすることで、より総体的に荘園領主支配と百姓層の活動と

の関係を描くことが可能であろう。 

以上のことから、遠隔地に位置する矢野荘における損免交渉の展開を、荘園領主と

百姓層双方の視点から検討することで、室町期荘園制の内実をとらえていきたい。 
 
2. 矢野荘と損免交渉 

 矢野荘をフィールドとして損免交渉を検討することの意義は、すでに述べたとおり

である。ここでは、矢野荘と損免交渉の基礎的な事項について取り上げる8。 

 播磨国矢野荘は、その領有の経緯から、大きく別名と例名に分かれる。別名は、正

安 2年(1300)に亀山上皇によって南禅寺に寄進され、以後同寺領として存続した。別

名以外の部分を例名といい、正安 2年に地頭方(東方)と領家方(西方)とに下地中分さ

れたのち、正和 2年(1313)、領家方は後宇多上皇から東寺に寄進され、文保元年

(1317)には別納とされた部分も改めて東寺に寄進された。以下、矢野荘とは、すべて

東寺領部分を指すこととする。 

 室町期の矢野荘は、学衆方と廿一口供僧方という東寺の寺僧組織がそれぞれに代官

の派遣や会計を行い管理した。しかし、在地の問題には共同で対処し、人員も一部重

複していたことから、ここでは一括して把握することとする。また、現地の支配は、

                                                   
6 志賀節子『中世荘園制社会の地域構造』(校倉書房、2017年)、高木純一『中世後期の京

郊荘園村落』(吉川弘文館、2021年)など。 
7 近年ではとくに、「室町期荘園制下の村」という視角から研究をまとめられた高木純一氏

の成果がある（前掲註 6高木著書）。 
8 以下、とくに注記のない場合、矢野荘の基本事項については『相生市史 第一巻』(1984

年)、『相生市史 第二巻』(1986年)を参照した。 

東寺から派遣された代官と在地有力者である田所によってなされていた。彼らは、東

寺の命を受けて年貢の徴収などを行うとともに、年貢の負担者でもあった。 

 つぎに、損免交渉について述べる。損免交渉は、年貢減免闘争として、力を強めて

きた農民による、余剰生産物の在地留保を得るための闘いと理解されてきた9。矢野荘

においても、百姓たちが代官祐尊の排斥を訴えて強訴逃散した、永和 3年(1377)の

「惣荘一揆」という研究史上著名な事件から、この一揆の基盤となる在地の結合を示

すものとされた10。しかし、損免と代官の排斥では要求の内容が異なるという批判が加

えられ11、史料から知られる全国の災害情報と矢野荘の損免関係史料との対応が示され

ると12、会計帳簿である散用状に現れる「河成」や水害の分析を中心に、損免の内実が

明らかにされた13。現在では、損免交渉の背後に実際の現地の被災が存在したことは、

共通理解となっているといえる。さらに、近年はより高精度な古気候復元がなされて

おり、損免と災害が密接不可分な関係にあったことは、自然科学からの裏づけも得て

いる14。 

一方で、損免交渉の具体的な活動に着目した研究については、『相生市史』において

特徴的なあり方が記述されているほか15、百姓と荘園領主双方の視点から、両者の間で

やり取りされる豊凶情報を扱ったものがある16。 

また、気候変動による農業生産状況と室町期荘園制の変容との関連が論じられてい

るが17、そこでは損免が決定される経緯をふまえておらず、検討の余地がある。通時的

に損免交渉の実態について検討し、歴史的展開のなかに位置づける必要があるだろ

う。 

                                                   
9 1970年代までの研究史については、佐藤和彦「中世民衆史の軌跡と課題―研究史からの

検討―」(同『中世民衆史の方法―反権力の構想―』校倉書房、1985年、初出 1981年)。 
10 佐々木久彦「南北朝期における農民の動向―東寺領播磨国矢野庄の場合―」(『国史

学』80、1970年)。 
11 福嶋紀子「損免要求と荘家一揆―播磨国矢野荘―」(同『中世後期の在地社会と荘園

制』同成社、2011年、初出 1982年)。 
12 藤木久志「ある荘園の損免と災害―東寺領播磨国矢野荘の場合―」(同『戦国民衆像の

虚実』高志書院、2019年、初出 2009年)。 
13田村憲美「中世における生業環境と民衆の地域社会―東寺領播磨国矢野荘の『河成』と

気候変動をめぐって―」(悪党研究会編『中世荘園の基層』岩田書院、2013年)、橋本道範

「日本中世における『水辺』の支配―播磨国矢野庄の『河成』をめぐって―」(『歴史地

理学』58、2016年)、赤松秀亮「播磨国矢野荘における水害と損免要求―『荘家の一揆』

形成の社会的論理」(『地方史研究』398、2019年)がある。 
14 中世史研究については、伊藤啓介他編『気候変動から読みなおす日本史 4 気候変動と

中世社会』(臨川書店、2020年)が、最新のまとまった成果である。 
15 『相生市史第二巻』第 2章第 1節 3(馬田綾子執筆、1986年)。 
16 榎原雅治「損免要求と豊凶情報」(前掲註 5榎原著書、初出 1991年)。 
17 伊藤俊一「応永～寛正年間の水干害と荘園制」(海老澤衷・高橋敏子編『中世荘園の環

境・構造と地域社会―備中国新見荘をひらく―』勉誠出版、2014年)、同「14～15世紀に

おける荘園の農業生産の変動―播磨国矢野荘を中心に―」(前掲註 13伊藤他編著書)。 
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されている6。 

このような室町期荘園制論の課題に対して、損免交渉は有効な検討事例であると考

える。損免交渉とは、日本中世の荘園制下において、災害などが原因で、定められた

年貢を納めることができない場合に、現地の百姓たちが荘園領主に対して年貢の減免

を交渉することである。とくに、室町期荘園制論において主に扱われた東寺領荘園で

は、損免交渉が連年なされていたことが確認される。つまり、損免交渉を分析の対象

とすることで、荘園領主と百姓層の関係を編年的に検討し、百姓たちの活動に視点を

据えて、室町期荘園制の展開をとらえることができるのである。 

そこで、損免交渉を検討するにあたり、フィールドには東寺領播磨国矢野荘を設定

する。前にも述べたとおり、室町期荘園制論では東寺領荘園が主に扱われ、なかでも

矢野荘は主要なフィールドのひとつとなっている。くわえて、矢野荘は播磨国に位置

する荘園である。室町期荘園制下の在地社会を扱う際、矢野荘とおなじ東寺領である

山城国上久世荘が多くその対象となってきたが7、上久世荘は東寺膝下領であるという

点で、百姓層の動向には大きな特徴を有すると考えられる。これに加えて、東寺の膝

下にはない矢野荘を対象とすることで、より総体的に荘園領主支配と百姓層の活動と

の関係を描くことが可能であろう。 

以上のことから、遠隔地に位置する矢野荘における損免交渉の展開を、荘園領主と

百姓層双方の視点から検討することで、室町期荘園制の内実をとらえていきたい。 
 
2. 矢野荘と損免交渉 

 矢野荘をフィールドとして損免交渉を検討することの意義は、すでに述べたとおり

である。ここでは、矢野荘と損免交渉の基礎的な事項について取り上げる8。 

 播磨国矢野荘は、その領有の経緯から、大きく別名と例名に分かれる。別名は、正

安 2年(1300)に亀山上皇によって南禅寺に寄進され、以後同寺領として存続した。別

名以外の部分を例名といい、正安 2年に地頭方(東方)と領家方(西方)とに下地中分さ

れたのち、正和 2年(1313)、領家方は後宇多上皇から東寺に寄進され、文保元年

(1317)には別納とされた部分も改めて東寺に寄進された。以下、矢野荘とは、すべて

東寺領部分を指すこととする。 

 室町期の矢野荘は、学衆方と廿一口供僧方という東寺の寺僧組織がそれぞれに代官

の派遣や会計を行い管理した。しかし、在地の問題には共同で対処し、人員も一部重

複していたことから、ここでは一括して把握することとする。また、現地の支配は、

                                                   
6 志賀節子『中世荘園制社会の地域構造』(校倉書房、2017年)、高木純一『中世後期の京

郊荘園村落』(吉川弘文館、2021年)など。 
7 近年ではとくに、「室町期荘園制下の村」という視角から研究をまとめられた高木純一氏

の成果がある（前掲註 6高木著書）。 
8 以下、とくに注記のない場合、矢野荘の基本事項については『相生市史 第一巻』(1984

年)、『相生市史 第二巻』(1986年)を参照した。 

東寺から派遣された代官と在地有力者である田所によってなされていた。彼らは、東

寺の命を受けて年貢の徴収などを行うとともに、年貢の負担者でもあった。 

 つぎに、損免交渉について述べる。損免交渉は、年貢減免闘争として、力を強めて

きた農民による、余剰生産物の在地留保を得るための闘いと理解されてきた9。矢野荘

においても、百姓たちが代官祐尊の排斥を訴えて強訴逃散した、永和 3年(1377)の

「惣荘一揆」という研究史上著名な事件から、この一揆の基盤となる在地の結合を示

すものとされた10。しかし、損免と代官の排斥では要求の内容が異なるという批判が加

えられ11、史料から知られる全国の災害情報と矢野荘の損免関係史料との対応が示され

ると12、会計帳簿である散用状に現れる「河成」や水害の分析を中心に、損免の内実が

明らかにされた13。現在では、損免交渉の背後に実際の現地の被災が存在したことは、

共通理解となっているといえる。さらに、近年はより高精度な古気候復元がなされて

おり、損免と災害が密接不可分な関係にあったことは、自然科学からの裏づけも得て

いる14。 

一方で、損免交渉の具体的な活動に着目した研究については、『相生市史』において

特徴的なあり方が記述されているほか15、百姓と荘園領主双方の視点から、両者の間で

やり取りされる豊凶情報を扱ったものがある16。 

また、気候変動による農業生産状況と室町期荘園制の変容との関連が論じられてい

るが17、そこでは損免が決定される経緯をふまえておらず、検討の余地がある。通時的

に損免交渉の実態について検討し、歴史的展開のなかに位置づける必要があるだろ

う。 

                                                   
9 1970年代までの研究史については、佐藤和彦「中世民衆史の軌跡と課題―研究史からの

検討―」(同『中世民衆史の方法―反権力の構想―』校倉書房、1985年、初出 1981年)。 
10 佐々木久彦「南北朝期における農民の動向―東寺領播磨国矢野庄の場合―」(『国史

学』80、1970年)。 
11 福嶋紀子「損免要求と荘家一揆―播磨国矢野荘―」(同『中世後期の在地社会と荘園

制』同成社、2011年、初出 1982年)。 
12 藤木久志「ある荘園の損免と災害―東寺領播磨国矢野荘の場合―」(同『戦国民衆像の

虚実』高志書院、2019年、初出 2009年)。 
13田村憲美「中世における生業環境と民衆の地域社会―東寺領播磨国矢野荘の『河成』と

気候変動をめぐって―」(悪党研究会編『中世荘園の基層』岩田書院、2013年)、橋本道範

「日本中世における『水辺』の支配―播磨国矢野庄の『河成』をめぐって―」(『歴史地

理学』58、2016年)、赤松秀亮「播磨国矢野荘における水害と損免要求―『荘家の一揆』

形成の社会的論理」(『地方史研究』398、2019年)がある。 
14 中世史研究については、伊藤啓介他編『気候変動から読みなおす日本史 4 気候変動と

中世社会』(臨川書店、2020年)が、最新のまとまった成果である。 
15 『相生市史第二巻』第 2章第 1節 3(馬田綾子執筆、1986年)。 
16 榎原雅治「損免要求と豊凶情報」(前掲註 5榎原著書、初出 1991年)。 
17 伊藤俊一「応永～寛正年間の水干害と荘園制」(海老澤衷・高橋敏子編『中世荘園の環

境・構造と地域社会―備中国新見荘をひらく―』勉誠出版、2014年)、同「14～15世紀に

おける荘園の農業生産の変動―播磨国矢野荘を中心に―」(前掲註 13伊藤他編著書)。 
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 それでは、損免交渉はどのような流れで行われていたのか。基本的には、以下のよ

うであったと考えられる18。①百姓層を中心に、荘園現地で相談をする、②損免を訴え

る申状と、これに添える荘官の挙状をもって、使者となった百姓の使者が東寺に赴

く、③②を受けて東寺は要求への対応を検討し、④東寺側の決定が使者に伝えられ、

その場で損免額をめぐるやり取りがなされる、というものである。ここで満足のいく

損免額が得られれば使者は下向し、その年の損免交渉は終了するが、そうでなければ

①から繰り返され、新たな使者が上洛する。使者は、各年年貢収納のせまる 9月頃か

ら東寺を訪れたことが確認されるようになり、なかなか交渉が決着しない場合には、

年末まで行われることもあったようである。 

 このような損免交渉の様子は、「評定引付」という、東寺の各寺僧組織による議事録

から知ることができる。先述のとおり、矢野荘は、学衆方と廿一口供僧方によって管

轄されたので、「学衆方評定引付」と「廿一口供僧方評定引付」に記述がみられる。簡

素な記述が多いものの、損免が決定するまでの東寺と百姓との交渉の過程を読み取る

ことができる。そして、「評定引付」はおおよそ中世後期を通じて残されており、継続

的に損免交渉の事例を追えることも大きな特徴である。ここから事例を抽出し、「評定

引付」に記された損免交渉関係記事を通覧することで、時期による損免交渉のあり方

の違いや、東寺が損免を求める百姓たちの活動をどのように認識していたのかを知る

ことができるのではないだろうか。 

 

むすびにかえて 

 以上、先行研究をふまえながら、研究の課題とそれに対する方法について述べてき

た。荘園制のあらたな段階にあると積極的に評価されるようになった室町期の荘園制

は、在地社会の視点からの検討は十分ではないことが指摘されている。荘園が人びと

の生活の場であった以上、このような視点からの研究を欠かすことはできないであろ

う。 

そこで本稿では、東寺領播磨国矢野荘を舞台に、荘園領主と百姓たちとの間になさ

れた損免交渉を検討することで、荘園現地の百姓層の動向をふまえた荘園制の内実を

明らかにしうることを示した。損免交渉は、「評定引付」が残されていることにより、

東寺領荘園において、長期にわたってみられる事例である。この分析を通して、東寺

の荘園支配の変容を、百姓たちの活動との相互関係から跡づけることができると考え

ている。 

 

                                                   
18榎原雅治「十五世紀東寺領矢野庄の荘官層と村」(前掲註 5榎原著書、初出 1985年)、前

掲註 16榎原論文。 

佐藤春夫「都会の憂鬱」試論 

―経済とジェンダーの観点から読む「家」の物語― 

 

日本文学 博士前期課程 2年 

鄧 羚 

一、「都会の憂鬱」の読まれ方と本稿の問題意識 

本発表では佐藤春夫の小説「都会の憂鬱」（『婦人公論』、一九二一・一から一二連載）

に着目し、この作品を経済的観点、およびジェンダー的視点から再検討する。そして「家」

をめぐる経済的観点、およびジェンダーの視座から改めて分析を行うことによって、「都

会の憂鬱」を従来おかれていた〈憂鬱の文学〉という磁場から引き剥がし、新たな評価

軸を提示しようとする。 

佐藤春夫は「西班牙犬の家」（『星座』、一九一七・一）、「李太白」（『中央公論』、一

九一七）、「田園の憂鬱」（『黒潮』、一九一八・九）などの発表によって、小説家として

の地位を確立したと評されている。この一連の初期小説の同時代評において、「詩人ら

しい情緒」1と「豊富なる空想」2二点が、作品評価の根拠や理由として用いられた。 

その評価軸は、その後も引き継がれ、今日でも憂鬱の心象風景と幻想・幻視・幻聴

を軸にした「田園の憂鬱」を彼の代表作、ひいては彼の小説の頂点として位置づける

論考がしばしば見られる。 

其れ故に、佐藤春夫の作品中、「「田園の憂鬱」の姉妹篇もしくは双生児であって、

同時にその続編でもある」3「都会の憂鬱」は、この代表作「田園の憂鬱」の定評に強

く規定され、影響された作品となっている。「都会の憂鬱」の先行研究も、「田園の憂

鬱」の研究方向を踏襲し、主人公の憂鬱心理と性格に着目するものが最も多い。 

この両作品は、いずれも「憂鬱」を主題とするため、「都会の憂鬱」が〈憂鬱の文学〉

としてこれまで読まれてきたことには一定の説得性があるとは言えるが、しかし、両者

は、別々の作品であって、特に「都会の憂鬱」の物語の場が、〈田園〉から〈都会〉へ移

動していることは重要な変化である。 

なぜなら、大正十年代において、〈都会〉という空間は単に物理的な意味上の場所で

はなく、近代化、工業化、都市化が進む〈場〉でもあるからだ。さらに言えば、「都会の

憂鬱」において、視点人物である夫は、最初の夫婦二人の暮らしから、最後には妻との

離婚さえも考えるようになってしまう。すなわち、この小説には、婚姻と家の崩壊の物

語が伏在している。私見によれば、この「都会の憂鬱」における「家」の成立と存続問

題とは、経済問題であり、ジェンダーをめぐる問題として敷衍できよう。 

 
1 江口渙「文壇一家言」『帝国文学』、一九一八年一〇月一日 
2 谷崎潤一郎「序」『病める薔薇』、天佑社、一九一八年一一月二八日、ⅰからⅱ頁 
3 佐藤春夫「文庫版「都会の憂鬱」あとがき」『都会の憂鬱』、岩波書店、一九五五年三月五日、一六七頁 
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